
人事課・市町村担当課・人事委員会扱い 

 

 

給与情報 

 

令和３年８月４日 

総務省給与能率推進室第７号 

 

内閣官房令（失業者の退職手当支給規則）の改正について 

 

 標記の件につきまして、内閣官房令が改正されましたので情報提供します。 

 

（参考資料） 

・官報（内閣官房令第８号） 

・各種様式一式（改正分のみ） 

 ・【参考】令和３年３月17日_給与情報第16号 

 

※ 令和３年３月17日付け給与情報第16号において、「※国家公務員退職手当法第10条の

規定に基づく、失業者の退職手当関係の手続については、現在検討中のため当分の間見

直しの適用なし。」とお知らせしておりましたが、今回の改正にて見直されましたのでご留意

ください。 

 

以上 

 

 

※ 本件に関する照会は必ず給与能率推進室あてにお願いします。 

 

 

 

 

各都道府県人事担当課、市区町村担当課、指定都市給与担当課、

人事委員会事務局あてメールにて参考送付しております。 
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令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報

〇
内
閣
官
房
令
第
八
号

国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
二
百
十
五
号
）
第
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
失
業
者

の
退
職
手
当
支
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
官
房
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
七
月
三
十
日

内
閣
総
理
大
臣

菅

義
偉



632



失
業
者
の
退
職
手
当
支
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
官
房
令

失
業
者
の
退
職
手
当
支
給
規
則
（
昭
和
五
十
年
総
理
府
令
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報
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附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
内
閣
官
房
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
内
閣
官
房
令
の
施
行
の
際
現
に
提
出
さ
れ
、
又
は
交
付
さ
れ
て
い
る
こ
の
内
閣
官
房
令
に
よ
る
改
正
前
の
失
業
者
の
退
職
手
当
支
給
規
則
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。）に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の

内
閣
官
房
令
に
よ
る
改
正
後
の
失
業
者
の
退
職
手
当
支
給
規
則
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

３

こ
の
内
閣
官
房
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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